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１人当たりの労働時間が過去最短に！／事業主行動計画策定指針が一部改正されました

■□――――――――――――――――――――――――――――

ともともメルマガ 高知の共働き・共育てを応援！

－こうち男性育休推進企業通信－vol.5（毎月第3木曜発行）

――――――――――――――――――――――――――――□■

発行日：2026年 2月19日

★登録企業数 753社に！（R8年 1月末現在）

4月に制度をスタートしてから10か月がたちました、

「こうち男性育休推進企業」へのご登録ありがとうございます。

特設サイトでは、登録企業一覧を公開中！

採用活動や対外PRなどにぜひご活用ください。

▼https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/
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1. 今月のトピックス

――――――――――――――――――――――――――――

①１人当たりの労働時間が過去最短に！

内閣府が2026年 1月に発表した「2024年度国民経済計算」で、2024年度の「１人当たりの

労働時間」が1654.2 時間となり、ピークだった1995年度の1911.6時間に比べ257.4時間の減

少となりました。特に減少の大きかったのは、時間外労働の規制が強化された運輸業の38.4時

間減でした。

▼詳しくは（2024年度国民経済計算 フロー編Ⅴ付表）

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2024/2024_kaku_top.ht

ml

②女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定指針が一部改正されました

令和７年12月に事業主行動計画策定指針が一部改正され、一般事業主行動計画に、「職場に

おける女性の健康上の特性に係る取組を行うことが望ましい旨」が新たに示されました。

▼事業主行動計画策定指針（厚生労働省告示）

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H251223M0050.pdf

2. イベント・お知らせ情報

――――――――――――――――――――――――――――

●「子育て応援団『すこやかWinter』」が開催されます

令和8年2月21日（土）、22日（日）、東洋電化中央公園で「子育て応援団～すこやかWinter



～」が開催されます。当課の「夫婦の家事・育児ブンタン調査」も行っていますので、ぜひご

来場ください。

▼詳細はこちら（特設サイト）

https://sukoyaka-kochi.com/

問い合わせ先：株式会社高知広告センター （TEL：088-856-6280）

●県庁で給料日ノー残業デーを試行しました

県では、働き方改革の一環として、仕事のひと区切りとして意識しやすい給与日（1月16日）

に、一斉定時退庁を試行的に実施しました。職員からは「家族との時間ができた」など好意的

な意見があり、定時で帰る意識の醸成に役立ちました。

●ＨＰＶワクチンの集団接種を実施します！！【3/20(金・祝)13：00～15：30】

高知県医師会の主催により、令和８年３月20日(金・祝)にＨＰＶワクチン集団接種を実施し

ます。28歳以下の女性の従業員や従業員のご家族に対象の方がいらっしゃいましたら、ぜひお

声がけください。

▼詳細・申し込みはこちら(高知県医師会HP)

https://sites.google.com/view/kochi-hpv/

●ぴかるんとかわぴょんの親子で遊ぼう！（高知県教育委員会YouTubeチャンネルで配信中）

高知県の保育士コンビが、親子で楽しく遊べるふれあい遊びを紹介しています。簡単なルー

ルで準備もほとんどいらない遊びです。育児休業中の親子のふれあいの参考にご覧ください。

▼詳細はこちら

親子で遊ぼう！Part１ https://www.youtube.com/shorts/qVvDhDVBxQw?feature=share

親子で遊ぼう！Part２ https://youtube.com/shorts/QW8ak39nVhQ?si=Qr3i4iJa9pff2_mL

親子で遊ぼう！Part３ https://youtube.com/shorts/x02os08dz7k?si=iPGvlFulQC2_J_QM

問い合わせ先：高知県教育委員会事務局幼保支援課（TEL：088-821-4889）

3. 企業インタビュー～男性育休の取り組みを実践する企業をご紹介～

【第4回：株式会社高知電子計算センター（従業員数: 200～299人、業種:情報通信業）】

――――――――――――――――――――――――――――

Q: 貴社における男性育休制度の内容や特徴について教えてください。

A: 育休制度は法定通りの取り扱いですが、復職後は法定以上の支援として、時差勤務や子ども

の看護等休暇、テレワーク勤務制度（週3日以内）を中学校に入学するまで利用できます。

Q: 男性育休取得促進に取り組むきっかけについて教えてください。

A: 高知県主催のシンポジウムにおいて、「生涯働くことを希望する女性は、パートナーが育児

休業を取得できる会社に就職することを望む。そのため、そのパートナーは育児休業が取得

できない会社には就職しない！」という話を聞き、共働き率が高い高知県では、男性の育児

参加は必須であると感じ、取組を始めました。

Q: 男性育休を取得しやすい職場づくりに向けて取り組んでいることを教えてください。

A: 就業規則だけでは理解しにくい制度内容を、表形式で視覚的にわかりやすく整理し、社員向

けの研修等を通じて周知しており、男性育休を含む各種制度の理解促進と利用しやすい職場

環境づくりをしています。

Q: 実際に育休を取得された社員の体験談を教えてください。

A: おむつ替えや寝かしつけなど、育児休業中に覚えたことのおかげで、復職後も積極的に育児



に参加できています。また、復職時には在宅勤務制度を利用し、育児と仕事を両立しながら、

スムーズに復職することができました。

Q: 今後、男性育休の取得促進に向けてどのように進めていきますか。

A: 男性育休の推進には制度運用以上に「職場の風土づくり」が重要で、社員が安心して育児休

業を選択できる環境を整えることは、結果的に企業の定着率向上や人材確保にもつながりま

す。同様の課題を抱える企業同士で情報交換を行い、良い仕組みを広げていきたいと考えて

います。

4. 編集後記

――――――――――――――――――――――――――――

今回、インタビューで紹介した株式会社高知電子計算センター様の共働き・共育ての取組が、

2月26日（木）にRKC高知放送「こうちeye第１部（15時50分～16時45分）」で特集されま

す。企業の取組の参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。

※当日のニュース・報道内容によって、予告なく番組内容が変更となる可能性がございます。

放送が延期となった場合の放送日は調整後の決定となります。

次号は 3月19日（木） に配信予定です。

────────────────────────────

◆「企業インタビューコーナー」掲載企業を募集しています

掲載を希望される企業は、事務局までご連絡ください。

インタビュー内容は特設サイト及び県庁公式X（旧Twitter）でもご紹介します。

――――――――――――――――――――

【こうち男性育休推進企業通信 事務局】

高知県子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

住所 780－8570 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

電話 088-823-9651

メール 060901@ken.pref.kochi.lg.jp

――――――――――――――――――――


